
別紙

企業立地促進区域【富岡町】 令和３年４月時点

１．避難解除区域及び現に避難指示であって法第４条第４号ハに掲げる指示であるものの対象となっている区域

大字 字 地番
中央１丁目 全域 -
中央２丁目 全域 -
本町１丁目 全域 -
本町２丁目 全域 -
夜の森南３丁目 全域 -
夜の森南４丁目 全域 -
夜の森南５丁目 全域 -

字下郡 全域
字原下 全域
字真壁 全域
字浜畑 全域
字前川原 全域
字釜田 全域
字西原 全域
字反町 全域
字中央 全域
字大膳町 全域

小良ヶ浜 字深谷 808番地１
字蛇谷須 １番地64を除く全域
字川田 １番地３

字大平

１番地、１番地４、１番地89から１番地94、１番地96、１番地97、２番地
１、２番地３、３番地から５番地、６番地１から６番地３、14番地１から14
番地５、15番地、169番地１から169番地９、170番地、171番地、172番地１
から172番地３、173番地から179番地、181番地から184番地、298番地１から
298番地３

字岩井戸 全域
字滝ノ沢 全域
字半弥沢 全域
字太田 全域
字上郡 全域
字清水 全域
字関名古 全域
字前山 全域
字赤木 全域
字王塚 全域
字上本町 全域
字清水前 全域
字関ノ前 全域
字沼名子 全域
字日向 全域
字本町 全域
字本町西 全域
字新夜ノ森 15番地２、15番地５、49番地２、49番地210から49番地217
字川原沢 全域
字沢山 全域
字大木戸川原 全域
字広表 全域
字後作 全域
字後田 全域
字大石原 全域
字片倉 全域
字上千里 全域
字家老沢 全域
字権現山 全域
字下千里 全域
字杉内 全域
字善正前 全域
字外内 全域
字高津戸 全域
字西ノ上 全域
字坂ノ上 全域
字麓山 全域
字日南郷 全域
字平道地 全域
字前川原 全域
字茂手木 全域
字下蔵地 全域
字沢女 全域
539～542林班、644林班、646林班、647林班及び662林班のうち富岡川から南の区域
639～643林班及び662林班のうち、富岡川以北であり植松川から南の区域

本岡

上手岡

上郡山

対象区域

小浜

下郡山

毛萱

仏浜

国有林
磐城森林管理署

大菅 

認定期限
（参考）

避難指示解

R6.3.31 H29.4.1

R6.3.31 H29.4.1

R6.3.31 H29.4.1

R6.3.31 H29.4.1

R6.3.31 H29.4.1

R6.3.31 H29.4.1
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本岡
字新夜ノ森

12番地５、12番地６(13番地５、13番地７、13番地８に隣接する区域に限
る)、13番地５、13番地７、13番地８

県道夜ノ森停車場線
　（字夜の森南一丁目１番２地先から字夜の森北二丁目８番２地先まで）
町道夜の森桜通り線
　（字夜の森北一丁目34番１地先から字夜の森北二丁目23番19地先まで）
町道都市計画４号線
　（字夜の森北一丁目41番１地先から大字本岡字清水前10番11地先まで）
町道坊小屋桜通り線
　（字夜の森南二丁目11番２地先から字夜の森北二丁目23番18地先まで）
町道夜の森区画街路２号線
　（字夜の森北一丁目67番地先から同地先まで）
町道夜の森区画街路13号線
　（字夜の森北一丁目98番４地先から字夜の森北一丁目98番１地先まで）
町道夜の森区画街路17号線
　（字夜の森北二丁目８番２地先から同地先まで）
町道夜の森区画街路３４号線
　（大字本岡字新夜ノ森13番５地先から大字本岡字新夜ノ森12番４地先まで）
第三大管こ線道水路橋
東日本旅客鉄道株式会社の鉄道施設の存する区域

２．認定特定復興再生拠点区域

大字 字 地番

蛇谷須地区を除く大菅行政区、夜の森駅前北行政区、夜の森駅前南行政区、新夜ノ森行政区

対象区域
認定期限

（参考）
避難指示解

R9.3.9 R2.3.10


